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北海道労働局

所見無し：健康診断個人票を適切に保管する。

健康保持増進のための取組を促進所見有り

健康診断

就業区分
就業上の措置

区分 内容

通常勤務
通常の勤務で
よいもの

̶

就業制限
勤務に制限を
加える必要の
あるもの

勤務による負荷を軽減するため、労働時間の
短縮、出張の制限、時間外労働の制限、作業
の転換等の措置を講じる。

要 休 業
勤務を休む必
要があるもの

療養のため、休暇、休職等により一定期間勤
務させない措置を講じる。

医師等からの意見聴取→個人票に記載

健康診断実施後の措置
〇 医師等からの意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該

労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換等の措置を講

ずる。

〇 作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備

〇 医師等の意見の衛生委員会等への報告 など

今年も10月１日～７日まで全国労働衛生週間が
実施されます。（９月は準備期間）なお、本週間
の実施要綱等は右の二次元コードによりダウン
ロードできます。

９月は「職場の健康診断実施強化月間」です。本月間を契機とした健
康診断の適切な実施、以下を参考に異常所見がある者に対する医師等か
らの意見聴取及び必要な場合の事後措置の徹底をお願いします。



この情報の詳細については、管轄の労働基準監督署までお問い合わせください。

第10次粉じん障害防止総合対策のリーフレット等
は右の二次元コードによりダウンロードできます。

粉じん障害防止総合対策強化月間
「第10次粉じん障害防止総合対策」の実施事項である「粉じん
障害防止総合対策強化月間」を本年９月も実施いたします。
本月間を契機に以下を含めた粉じん障害防止対策に取り組みま
しょう。

呼吸用保護具の適正な選択及び使用の徹底
粉じん保護具着用管理責任者に対し、次の呼吸用保護具の適正な選択

及び使用、保守管理を行わせてください。
ア 国家検定合格品の呼吸用保護具の使用
イ 呼吸用保護具の適正な選択、使用、顔面への密着性の確認等に関

する指導
ウ 呼吸用保護具の保守管理及び適切な時期での部品交換と廃棄
エ 呼吸用保護具のフィルタの交換の基準を定め、フィルタの交換日

等を記録する台帳を整備するなど、フィルタの交換に関する管理

作業場ごとに「粉じん保護具着用管理責任者」を労働衛生に関する
知識、経験等を有する者から選任してください。

呼吸用保護具の着用について
呼吸用保護具を着用

してから保護帽を着用
すること。

※ 粉じん保護具着用管理責任者の選任


